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(57)【要約】
【課題】二次元コードの読み取り作業の繁雑化を防止し
活用度合いを高め、インパクトのある広告を可能にし、
高い広告効果が得られる広告システムを提供する。
【解決手段】広告システム１は、広告情報２２１，・・
・，２２ｎが記録される記録部２１１，・・・，２１ｎ

と、カメラ２３及び画像処理部２４によって二次元コー
ド９３，１２３から読み取られカメラ付き携帯電話１４
の送受信部２５によって送信されたＵＲＬ情報を受信し
、ＵＲＬ情報に関連付けられた広告情報２２１，・・・
，２２ｎを記録部２１１，・・・，２１ｎから取得して
カメラ付き携帯電話１４に送信させるＤＮＳサーバ３と
、ＵＲＬ情報及び広告情報２２１，・・・２２ｎの関連
付けを周期的に変換する対応関係変換部１７とを備える
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次元コードに記録された広告呼出情報を読み取る読取手段を有する携帯端末の表示手
段に、文字情報及び画像情報のうち少なくとも何れか一方を有する広告情報を表示させる
広告システムであって、
　前記広告情報が記録される記録手段と、
　前記読取手段によって前記二次元コードから読み取られ前記携帯端末によって送信され
た前記広告呼出情報を受信し、該広告呼出情報に関連付けられた前記広告情報を前記記録
手段から取得して前記携帯端末に送信させる情報変換手段と、
　前記広告呼出情報及び前記広告情報の関連付けを周期的に変換する対応関係変換手段と
を備えたことを特徴とする広告システム。
【請求項２】
　前記対応関係変換手段は、広告主から支払われた広告料の金額情報を取得し、該金額情
報に依存して、個々の前記広告情報毎の前記関連付けの変換周期、又は個々の前記広告情
報毎の前記関連付けの頻度を変化させることを特徴とする請求項１に記載の広告システム
。
【請求項３】
　前記情報変換手段は、前記二次元コードのみが表示された表示欄又は前記二次元コード
のみが表示された表示媒体から前記読取手段が読み取った前記広告呼出情報を受信するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の広告システム。
【請求項４】
　コンピュータを請求項１乃至３の何れか一つに記載の広告システムとして機能させるこ
とを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、二次元コードに記録された情報を読み取る読取手段を有する携帯端末の表
示手段に広告情報を表示させる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラ付き携帯電話の普及に伴い、ＱＲコード（登録商標）等の二次元コードを
用いた広告システムが普及している。この広告システムは、ＵＲＬが記録された二次元コ
ードを物品や書類に表示し、これをカメラ付き携帯電話の光学情報読取装置で光学的に読
み取り、ディスプレイに当該ＵＲＬのＷｅｂサイトを表示させる。物品や書類には商品や
サービスの概要に関する広告情報を記載し、Ｗｅｂサイト上には商品やサービスの詳細に
関する広告情報を記載することにより、カメラ付き携帯電話の使用者は、まず物品や書類
に目を通して商品やサービスの概要を把握したのち、Ｗｅｂサイト上に記載された商品や
サービスの詳細を確認することができる（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００８－４０２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記特許文献１に記載の発明においては、一つの二次元コードを光学読取装置
で読み取った際にはこの二次元コードに対応する一つのＷｅｂサイトがディスプレイに表
示される。そのため、カメラ付き携帯電話の使用者に複数のＷｅｂサイトを閲覧させたい
場合には、物品や書類に複数の二次元コードを表示して、これらの二次元コードに順番に
読み取らせてゆかねばならない。すると、表示される二次元コードの数量が増えてしまい
、二次元コードの読み取り作業が繁雑になってカメラ付き携帯電話の使用者（特に、カメ
ラ付き携帯電話を使い慣れていない使用者）が敬遠しがちになるという問題がある。また
、上記特許文献１に記載の発明においては、一の二次元コードを光学読取装置が読み取っ
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た結果ディスプレイに表示されるＷｅｂサイトは常に同一である。そのため、カメラ付き
携帯電話の使用者が一の二次元コードの読み取りを複数回行うことは殆どなく、二次元コ
ードを十分に有効活用することができないという問題や、インパクトのある広告を行うこ
と難しいという問題がある。
【０００４】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、二次元コードの読み取り作業の
繁雑化を防止し、個々の二次元コードの活用度合いを高め、インパクトのある広告を可能
にし、高い広告効果を得ることができる広告システムを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる課題を達成するために、請求項１に記載の発明は、二次元コードに記録された広
告呼出情報を読み取る読取手段を有する携帯端末の表示手段に、文字情報及び画像情報の
うち少なくとも何れか一方を有する広告情報を表示させる広告システムであって、前記広
告情報が記録される記録手段と、前記読取手段によって前記二次元コードから読み取られ
前記携帯端末によって送信された前記広告呼出情報を受信し、該広告呼出情報に関連付け
られた前記広告情報を前記記録手段から取得して前記携帯端末に送信させる情報変換手段
と、前記広告呼出情報及び前記広告情報の関連付けを周期的に変換する対応関係変換手段
とを備えたことを特徴とする。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の構成に加え、前記対応関係変換手段は、広
告主から支払われた広告料の金額情報を取得し、該金額情報に依存して、個々の前記広告
情報毎の前記関連付けの変換周期、又は個々の前記広告情報毎の前記関連付けの頻度を変
化させることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の構成に加え、前記情報変換手段は、
前記二次元コードのみが表示された表示欄又は前記二次元コードのみが表示された表示媒
体から前記読取手段が読み取った前記広告呼出情報を受信することを特徴とする。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、プログラムであって、コンピュータを請求項１乃至３の何れ
か一つに記載の広告システムとして機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、情報変換手段が、読取手段によって二次元コードから
読み取られ携帯端末によって送信された広告呼出情報を受信し、広告呼出情報に関連付け
られた広告情報を記録手段から取得して携帯端末に送信させ、対応関係変換手段が広告呼
出情報及び広告情報の関連付けを周期的に変換することにより、二次元コードと二次元コ
ードに対応する広告情報との対応関係は周期的に変化し、同一の二次元コードを時間をお
いて複数回読み取らせた携帯端末の表示手段に、異なる複数の広告情報を表示させること
が可能になる。これにより、携帯端末の使用者に複数の広告情報を閲覧させたい場合であ
っても物品や書類上に表示される二次元コードの数量増加を抑止して二次元コードの読み
取り作業の煩雑化を防止できる。また、同一の二次元コードを時間を置いて複数回読取手
段で読み取れば異なる広告情報が表示されるので、個々の二次元コードが一の携帯端末に
よって複数回読み取られる場合が多くなり、個々の二次元コードの活用度合いを高めるこ
とができる。また、個々の二次元コードを複数回読取手段で読み取った際に異なる広告情
報が表示されることで携帯端末の使用者に意外性を与えることができて、インパクトのあ
る広告を行うことができる。これにより、高い広告効果を得ることができる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、対応関係変換手段は、広告主から支払われた広告料の
金額情報を取得し、金額情報に依存して、個々の広告情報毎の関連付けの変換周期、又は
個々の広告情報毎の関連付けの頻度を変化させることにより、支払われた広告料の多い広
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告主の広告情報ほど携帯端末の使用者に広告情報が提示される機会を増やすことができる
。これにより、広告料の支払いに対する広告機会の公平性を保ちつつ、高い広告効果を得
ることができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、情報変換手段は、二次元コードのみが表示された表示
欄又は二次元コードのみが表示された表示媒体から読取手段が読み取った広告呼出情報を
受信することにより、人間が見たときに具体的な内容の把握が困難な広告を物品や書類上
に表示し、携帯端末の使用者がそれが何であるかを確かめようとして読取手段に読み取ら
せた結果として、携帯端末の表示手段に広告情報を表示させることができる。これにより
、携帯端末の使用者の好奇心に訴えて一層高い広告効果を得ることを可能にし、高い広告
効果を得ることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明によれば、本発明の広告システムをプログラム化し、多様なコン
ピュータハードウェア上で実現させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１乃至図７は、この発明の実施の形態を示す。
【００１４】
　図１は、この実施の形態の広告システムのネットワーク構成図及び機能ブロック図であ
る。同図に示す通り、この実施の形態の広告システム１は、広告装置２と、「情報変換手
段」としてのＤＮＳ（Domain Name System）サーバ３と、ｎ台（ｎ＞１）のＷｅｂサーバ
４１，・・・４ｎと、ｍ社（ｍ＞１）の広告業者５１，・・・，５ｍが有するｍ台（ｍ＞
１）の広告業者端末６１，・・・，６ｍと、店舗７に設置された表示媒体８に表示された
二次元コード９１，９２，９３と、書類１０の表示欄１１に表示された二次元コード１２

１，１２２，１２３と、使用者１３が使用する「携帯端末」としてのカメラ付き携帯電話
１４とを備えており、広告装置２と、ＤＮＳサーバ３と、Ｗｅｂサーバ４１，・・・，４

ｎと、広告業者端末６１，・・・，６ｍと、カメラ付き携帯電話１４とはインターネット
１５を通じて相互に通信可能となっている。
【００１５】
　広告装置２は管理サーバであり、広告システム１全体のデータの送受信等を統括する。
広告装置２は少なくとも１のＣＰＵ、及びＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク等を備え、Ｃ
ＰＵにおいてプログラムを処理した結果としての機能手段として、情報設定部１６と、「
対応関係変換手段」としての対応関係変換部１７とを備えている。情報設定部１６は、二
次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３に記録された「広告呼出情報」と
してのＵＲＬ情報とＷｅｂサーバ４１，・・・，４ｎとの対応関係を設定する。
【００１６】
　また、広告装置２はハードディスク等の記録部１８を備え、記録部１８には、情報設定
部１６によって設定された、ＵＲＬ情報と後述する広告情報の関連付けとの変換に用いら
れる設定・変更テーブル１９が記録されている。対応関係変換部１７は、設定・変更テー
ブル１９のデータを用いてＵＲＬ情報と後述する広告情報の関連付けとを周期的に変換す
る。
【００１７】
　ＤＮＳサーバ３は、インターネット１５上のドメイン名（ＵＲＬ情報）とＩＰアドレス
とを対応させる正引きゾーンファイル２０を有し、カメラ付き携帯電話１４に設けられた
後述する「読取手段」によって二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３

から読み取られカメラ付き携帯電話１４によって送信されたＵＲＬ情報を受信し、ＵＲＬ
情報に関連付けられた広告情報を後述する「記録手段」から取得してカメラ付き携帯電話
１４に送信させる。
【００１８】
　Ｗｅｂサーバ４１，・・・，４ｎは、それぞれ少なくとも１のＣＰＵを有すると共にハ
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ードディスク等、「記録手段」としての記録部２１１，・・・，２１ｎを有し、記録部２
１１，・・・，２１ｎには広告業者の広告情報２２１，・・・，２２ｎが記録されている
。この広告情報２２１，・・・，２２ｎは文字情報、静止画又は動画の画像情報等、カメ
ラ付き携帯電話１４のディスプレイ（後述）にて表示可能なデータであり、音声が含まれ
ていてもよい。Ｗｅｂサーバ４１，・・・，４ｎは、インターネット１５に接続された各
種端末からの要求に基づいて記録部２１１，・・・，２１ｎに記録された広告情報２２１

，・・・，２２ｎを送信する。
【００１９】
　広告業者５１，・・・，５ｍは商品の販売、サービスの提供等を行う企業等であり、広
告業者端末６１，・・・，６ｍは各広告業者５１，・・・，５ｍがインターネット１５を
介してデータの送受信を行うコンピュータ端末等である。
【００２０】
　店舗７はコンビニエンスストア、百貨店、量販店等、不特定多数の人が利用する店舗で
あり、業種や規模はどのようなものでもよい。表示媒体８は、例えば携帯電話充電器等、
店舗７に設置された不特定多数の人が利用する設備であればどのようなものでもよい。書
類１０は、例えば雑誌等、紙媒体の印刷物であればどのようなものでもよい。二次元コー
ド９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３は、ＱＲコード（登録商標）、Data Matri
x、Maxi Code等、文字や数字などのデータを二次元の図形パターンとして物体の表面や紙
面に刻印・印刷したものである。この実施の形態の二次元コード９１，９２，９３，１２

１，１２２，１２３には「広告呼出情報」としてのＵＲＬ情報が記録されている。
【００２１】
　表示媒体８及び表示欄１１には、二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１
２３のみが表示されている。即ち、ＤＮＳサーバ３は、二次元コード１２１，１２２，１
２３のみが表示された表示欄１１又は二次元コード９１，９２，９３のみが表示された表
示媒体８からカメラ付き携帯電話１４の後述する「読取手段」が読み取ったＵＲＬ情報を
受信することになる。
【００２２】
　表示媒体８及び表示欄１１に二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３

のみが表示されていることにより、見た者に意外性と好奇心を与えることができる。即ち
、通常は二次元コードと共に文字による商品やサービスの概要情報が表示媒体８及び表示
欄１１には表示されていないため、表示媒体８及び表示欄１１を見た者は二次元コード９

１，９２，９３，１２１，１２２，１２３に記録された情報を肉眼で認識することはでき
ない。そして、表示媒体８及び表示欄１１を見た者には、商品やサービスの概要が表示さ
れていないことによる驚きや、二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３

に記録された情報がどのようなものかを調べてみたいという好奇心が喚起されることにな
る。そのため、この実施の形態の二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２

３は、表示媒体８や表示欄１１中に二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１
２３と共に文字による概要情報を表示した場合よりも、カメラ付き携帯電話１４で読み取
られる確率が高くなるものと考えられる。
【００２３】
　なお、この実施の形態においては、対応関係変換部１７によってＵＲＬ情報と広告情報
２２１，・・・，２２ｎとの関連付けが変換されるのは、表示媒体８中、及び表示欄１１
中にそれぞれ複数表示された二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３の
うち一の二次元コード、即ち二次元コード９３、及び二次元コード１２３のみであり、残
りの二次元コード９１，９２，１２１，１２２は一度情報設定部１６によって設定された
ＵＲＬ情報と広告情報との関連付けが変換されることなく持続する。これにより、関連付
けが変換されない二次元コード９１，９２，１２１，１２２によって、使用者１３に恒常
的に提供したい情報、例えば広告装置２の管理者自身の提供する商品やサービスの情報を
提供しつつ、関連付けを変換させる二次元コード９３，１２３によって使用者１３の意外
性と好奇心を喚起することができ、目的に応じた多用な広告を実現できる。
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【００２４】
　カメラ付き携帯電話１４は撮像機能のついた携帯電話であり、少なくとも一のＣＰＵを
備え、「読取手段」としてのカメラ２３及び画像処理部２４と、送受信部２５と、「表示
手段」としてのディスプレイ２６とを有する。カメラ２３は表面側に配設された一のレン
ズ２７を有し、被写体を撮像する。画像処理部２４は各種画像処理機能を有し、二次元コ
ード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３の撮像結果からＵＲＬ情報を取得する。
送受信部２５は基地局（図示せず）との無線通信を行いインターネット１５とデータを送
受信する。ディスプレイ２６はカメラ付き携帯電話１４の裏面側に配設されたＬＣＤ（Li
quid Crystal Display）等であり、文字情報や画像情報を有する広告情報が表示される。
【００２５】
　なお、Ｗｅｂサーバ４１，・・・４ｎ，広告業者５１，・・・，５ｍ、広告業者端末６

１，・・・，６ｍ、二次元コード９１，９２，９３、二次元コード１２１，１２２，１２

３、記録部２１１，・・・，２１ｎ、広告情報２２１，・・・，２２ｎはいずれも同じ構
造をとるので、以下説明の簡単のため、特に区別の必要がある場合を除きＷｅｂサーバ４
、広告業者５、広告業者端末６、二次元コード９、二次元コード１２、記録部２１、広告
情報２２と記載する。
【００２６】
　図２は、この実施の形態の広告装置２に記録された設定・変更テーブルのイメージ図で
ある。この設定・変更テーブル１９は、ＤＮＳサーバ３の正引きゾーンファイル２０の設
定・変更を記録するために用いられる。同図に示す通り、設定・変更テーブル１９には、
表示の順序、広告情報２２を提供する広告業者名、広告料、１回の周期の表示時間、広告
を行う広告期間、広告業者毎のＩＰアドレスの情報等の属性情報が、広告情報２２毎に登
録されている。即ち、同図において各行ごとに一の広告情報に係る属性情報を形成してい
る。
【００２７】
　図３乃至図５はこの実施の形態の広告システム１の各種手順を示すフローチャートであ
る。
【００２８】
　図３は、この実施の形態の広告システム１における、広告情報と二次元コード９，１２
の対応関係の設定手順を示すフローチャートである。同図に示す通り、まず広告装置２の
情報設定部１６は広告業者５の広告業者端末６から広告情報２２の表示希望に関する情報
を取得する（ステップＳ１）。具体的には、広告を希望する広告業者５の広告業者名、広
告情報２２が記録されたＷｅｂサーバ４のＩＰアドレス等の情報を取得する。更に、広告
情報の種類（文字、静止画像、動画等）等の情報が取得されるようにしてもよい。次に、
情報設定部１６は広告業者端末６から広告情報２２ごとの広告料の金額情報、広告期間の
情報等を取得する（ステップＳ２）。
【００２９】
　次に、情報設定部１６は、ステップＳ２で取得した情報を元に、広告周期、即ち個々の
広告情報２２毎の二次元コード９，１２との関連付けの変換周期を変化させ、決定する（
ステップＳ３）。この広告周期は、ステップＳ２で取得された金額情報と広告期間の情報
とに依存して決定される。例えば、金額を広告期間で除算して得た値に依存した値に基づ
いて決定される。なお、ステップＳ３においては、広告周期の代わりに広告頻度、即ち個
々の広告情報２２２毎の二次元コード９，１２との関連付けの頻度を変化させ、決定して
もよい。
【００３０】
　そして、情報設定部１６は、ステップＳ１～Ｓ３において取得又は決定された情報や値
をもとに、設定・変更テーブル１９を作成し、記録部１８に記録する。図２に示す通り、
設定・変更テーブル１９には、ステップＳ１にて取得した広告業者名情報１９１及びＩＰ
アドレス情報１９２、ステップＳ２にて取得した「金額情報」としての広告料情報１９３
、広告期間情報１９４、ステップＳ３にて決定された一の広告周期ごとの表示時間情報１
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９５が、広告情報ごとに登録されている。
【００３１】
　次に、情報設定部１６は、広告業者端末６に対し、広告を希望する広告情報をアップロ
ードするように指示し、広告業者端末６はこの指示を受けて自らが管理するＷｅｂサーバ
４の記録部２１に記録された広告情報２２をアップロードする（ステップＳ４）。
【００３２】
　次に、情報設定部１６は、設定・変更テーブル１９に記録された情報に基づいて、ＤＮ
Ｓサーバ３の正引き情報を設定する（ステップＳ５）。具体的には、ＤＮＳサーバ３の正
引きゾーンファイル２０に、設定・変更テーブル１９に登録された順序情報１９６に基づ
いて、一の広告情報２２と二次元コード９，１２に記録されたＵＲＬ情報とを関連づける
。これにより、図６の（ａ）のイメージ図に示すように、正引きゾーンファイル２０には
、順序情報１９６が“１”の属性情報１９７のＩＰアドレス情報１９２である“２１２．
１２３．××．１３５”を、二次元コード９，１２に記録されるＵＲＬ情報“○×△．ｃ
ｏ．ｊｐ”に関連づけたＡレコード２０１が登録される。また、表示時間１９５の情報も
、正引きゾーンファイル２０の生存時間（ＴＴＬ：Time To Live）情報２０２として併せ
て登録される。
【００３３】
　以上により、カメラ付き携帯電話１４のカメラ２３に二次元コード９，１２を読み取ら
せてディスプレイ２６に広告情報２２を表示させることが可能になる。
【００３４】
　なお情報設定部１６は、二次元コード９１，９２，１２１，１２２、に記録されるＵＲ
Ｌ情報といずれかのＷｅｂサーバ（図示せず）のＩＰアドレス情報の関連付けも行う。図
示しないが、正引きゾーンファイル２０にはこの関連付けによるＡレコードも登録されて
いる。
【００３５】
　図４は、この実施の形態の広告システム１における、カメラ付き携帯電話１４に広告情
報２２を表示させる手順を示すフローチャートである。同図に示す通り、まずカメラ付き
携帯電話１４の使用者１３は、カメラ付き携帯電話１４によって、店舗７に設置された表
示媒体８に表示された一の二次元コード、ここでは二次元コード９３又は二次元コード１
２３を読み取る（ステップＳ１１）。具体的には、カメラ付き携帯電話１４のレンズ２７
を二次元コード９３又は二次元コード１２３に向け、カメラ２３で二次元コード９３又は
二次元コード１２３を撮像し、撮像された画像を画像処理部２４で画像処理する。これに
より、ＵＲＬ情報“○×△．ｃｏ．ｊｐ”が取得される（ステップＳ１２）。
【００３６】
　カメラ付き携帯電話１４はこのＵＲＬ情報を元にＤＮＳサーバ３に対してＩＰアドレス
の問い合わせを行い、ＩＰアドレス情報を取得する（ステップＳ１３）。具体的には、カ
メラ付き携帯電話１４の送受信部２５から基地局（図示せず）及びインターネット１５を
介してＤＮＳサーバ３に送信される。ＤＮＳサーバ３は取得したＵＲＬ情報と正引きゾー
ンファイル２０のＡレコード２０１とを照合し、Ａレコード２０１に記載された、ＵＲＬ
情報に対応するＩＰアドレス情報“２１２．１２３．××．１３５”を送信する。カメラ
付き携帯電話１４はＤＮＳサーバ３から送信されたＩＰアドレス情報を取得する。
【００３７】
　カメラ付き携帯電話１４は、取得したＩＰアドレス情報に基づいて、当該ＩＰアドレス
“２１２．１２３．××．１３５”のＷｅｂサーバ４１にアクセスし、このＷｅｂサーバ
４１に記録された広告情報２２１を取得して、ディスプレイ２６に表示する（ステップＳ
１４）。図７の（ａ）はディスプレイ２６に広告情報２２１が表示された状態のイメージ
図である。同図に示す通り、ディスプレイ２６には文字情報からなる広告情報２２１が表
示されている。
【００３８】
　図５は、この実施の形態の広告システム１における、広告情報と二次元コード９，１２
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の対応関係の変更手順を示すフローチャートである。同図に示す通り、図６の（ａ）に示
す正引きゾーンファイル２０の生存時間情報２０２が“０”になって変換時刻が到来する
と（ステップＳ１の“Ｙｅｓ”）、ＤＮＳサーバ３は正引き情報を変更する（ステップＳ
２２）。具体的には、ＤＮＳサーバ３は広告装置２にＡレコード２０１を変更するための
問い合わせを行い、広告装置２の対応関係変換部１７は、二次元コード９３，１２３に記
録されているＵＲＬ情報と、現在関連づけられている広告情報の次の広告情報のＩＰアド
レスとを関連付ける。
【００３９】
　これにより、図６の（ｂ）のイメージ図に示すように、正引きゾーンファイル２０には
、順序１９６が“２”である属性情報１９８のＩＰアドレス情報１９２である“２１２．
２５０．△○．１６１”を、二次元コード９３，１２３のＵＲＬ情報“○×△．ｃｏ．ｊ
ｐ”に関連づけたＡレコード２０３が登録される。また、表示時間１９５の情報も、正引
きゾーンファイル２０の生存時間情報２０４として併せて登録される。以上により、広告
情報と二次元コード９，１２の対応関係の変更は完了する。
【００４０】
　この状態でステップＳ１１～Ｓ１４の手順を行うと、カメラ付き携帯電話１４は、当該
ＩＰアドレス“２１２．２５０．△○．１６１”のＷｅｂサーバ４ｎにアクセスし、この
Ｗｅｂサーバ４ｎに記録された広告情報２２ｎを取得して、ディスプレイ２６に表示する
。
【００４１】
　図７の（ｂ）はディスプレイ２６に広告情報２２ｎが表示された状態のイメージ図であ
る。同図に示す通り、ディスプレイ２６には動画情報からなる広告情報２２ｎが表示され
ている。即ち、二次元コード９３，１２３を時間をおいて取り込むと、ディスプレイ２６
には異なる広告情報２２１，２２ｎが表示されることになる。これにより、使用者１３に
、表示媒体８及び表示欄１１には、二次元コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１
２３を何度も取り込んでみたいという興味と欲求をいだかせることができて、二次元コー
ド９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３によって表示される広告情報の広告効果を
高めることができる。
【００４２】
　以上、この実施の形態においては、ＤＮＳサーバ３が、カメラ２３及び画像処理部２４
によって二次元コード９３，１２３から読み取られカメラ付き携帯電話１４によって送信
されたＵＲＬ情報を受信し、ＵＲＬ情報に関連付けられた広告情報２１１，・・・，２１

ｎを記録手段から取得してカメラ付き携帯電話１４に送信させ、対応関係変換部１７がＵ
ＲＬ情報及び広告情報２２１，・・・，２２ｎの関連付けを周期的に変換することにより
、二次元コード９３，１２３と二次元コードに対応する広告情報２２１，・・・，２２ｎ

との対応関係は周期的に変化し、同一の二次元コード９３，１２３を時間をおいて複数回
読み取らせたカメラ付き携帯電話１４のディスプレイ２６に、異なる複数の広告情報２２

１，・・・，２２ｎを表示させることが可能になる。これにより、カメラ付き携帯電話１
４の使用者１３に複数の広告情報２２１，・・・，２２ｎを閲覧させたい場合であっても
物品や書類上に表示される二次元コード９，１２の数量増加を抑止して二次元コード９，
１２の読み取り作業の煩雑化を防止できる。また、同一の二次元コード９３，１２３を時
間を置いて複数回カメラ２３及び画像処理部２４で読み取れば異なる広告情報２２１，・
・・，２２ｎが表示されるので、個々の二次元コード９３，１２３が一のカメラ付き携帯
電話１４によって複数回読み取られる場合が多くなり、個々の二次元コード９３，１２３

の活用度合いを高めることができる。また、個々の二次元コード９３，１２３を複数回カ
メラ２３及び画像処理部２４で読み取った際に異なる広告情報２２１，・・・，２２ｎが
表示されることでカメラ付き携帯電話１４の使用者１３に意外性を与えることができて、
インパクトのある広告を行うことができる。これにより、高い広告効果を得ることができ
る。
【００４３】
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　この実施の形態においては、対応関係変換部１７は、広告業者５から支払われた広告料
の広告料情報１９３を取得し、広告料情報１９３に依存して、個々の広告情報２２毎の関
連付けの変換周期、又は個々の広告情報２２毎の関連付けの頻度を変化させることにより
、支払われた広告料の多い広告主の広告情報２２ほどカメラ付き携帯電話１４の使用者に
広告情報２２が提示される機会を増やすことができる。これにより、広告料の支払いに対
する広告機会の公平性を保ちつつ、高い広告効果を得ることができる。
【００４４】
　この実施の形態においては、ＤＮＳサーバ３は、二次元コード９，１２のみが表示され
た表示欄１１又は二次元コード９，１２のみが表示された表示媒体８からカメラ２３及び
画像処理部２４が読み取った広告呼出情報を受信することにより、人間が見たときに具体
的な内容の把握が困難な広告を物品や書類上に表示し、カメラ付き携帯電話１４の使用者
１３がそれが何であるかを確かめようとしてカメラ２３及び画像処理部２４に読み取らせ
た結果として、カメラ付き携帯電話１４のディスプレイ２６に広告情報２２を表示させる
ことができる。これにより、カメラ付き携帯電話１４の使用者１３の好奇心に訴えて一層
高い広告効果を得ることを可能にし、高い広告効果を得ることができる。
【００４５】
　なお、この実施の形態においては「情報変換手段」をＤＮＳサーバ３とし、二次元コー
ド９，１２に記録したＵＲＬ情報に関連付けられるＩＰアドレス情報を周期的に変換する
ことものとしたが、これに限定されず、例えば二次元コード９，１２にＤＮＳサーバ３の
ＩＰアドレスを記録し、ＤＮＳサーバ３において、二次元コードに関連づけるＷｅｂサー
バ４のＩＰアドレスを周期的に変換する等の構成を用いてもよい。また、ＩＰアドレスに
代えて（あるいはＩＰアドレスと共に）二次元コードに関連づけたポート番号等を周期的
に変換する構成を用いてもよい。
【００４６】
　上記実施の形態においては、表示媒体８中、及び表示欄１１中にそれぞれ３つの二次元
コード９１，９２，９３，１２１，１２２，１２３を表示させ、そのうち一の二次元コー
ド９３，１２３のみが、対応関係変換部１７によってＵＲＬ情報と広告情報２２との関連
付けの変換が行われるものとしたが、これに限定されず、表示媒体８、及び表示欄１１中
に表示される二次元コード９，１２の個数は幾つであってもよいし、また、表示媒体８、
及び表示欄１１中の二次元コード９，１２のうち対応関係変換部１７によって関連付けの
変換が行われるものの個数が幾つであってもよい。
【００４７】
　上記実施の形態は本発明の例示であり、本発明が上記実施の形態のみに限定されること
を意味するものではないことは、いうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】この実施の形態の広告システムのネットワーク構成図及び機能ブロック図である
。
【図２】同上広告システムの広告装置に記録された設定・変更テーブルのイメージ図であ
る。
【図３】同上広告システムにおける、広告情報と二次元コードの対応関係の設定手順を示
すフローチャートである。
【図４】同上広告システムにおける、カメラ付き携帯電話に広告情報を表示させる手順を
示すフローチャートである。
【図５】同上広告システムにおける、広告情報と二次元コードの対応関係の変更手順を示
すフローチャートである。
【図６】同上広告システムにおける、（ａ）変換前の正引きゾーンファイルのイメージ図
、（ｂ）変換後の正引きゾーンファイルのイメージ図である。
【図７】同上広告システムにおける（ａ）ディスプレイに広告情報が表示された状態のイ
メージ図、（ｂ）ディスプレイに広告情報が表示された状態のイメージ図である。
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【符号の説明】
【００４９】
　１・・・広告システム
　３・・・ＤＮＳサーバ（情報変換手段）
　８・・・表示媒体
　９，９１，９２，９３，１２，１２１，１２２，１２３・・・二次元コード
　１１・・・表示欄
　１４・・・カメラ付き携帯電話（携帯端末）
　１７・・・対応関係変換部（対応関係変換手段）
　２１，２１１，・・・，２１ｎ・・・記録部（記録手段）
　２２，２２１，・・・，２２ｎ・・・広告情報
　２３・・・カメラ（読取手段）
　２４・・・画像処理部（読取手段）
　２６・・・ディスプレイ（表示手段）
　１９３・・・広告料情報（金額情報）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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